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「国 民 主 権
」論 に お け る'「国 民 」と 「人 民1

一Carre　 de　Malbergの 「国 民 主 権 」 論 一

渡　 辺　 良　 二

1　 は じめに　.

2　 Rousseauに おける主権主体

3　 1791年 憲 法におけ る主権主体

4　 まとめにかえて

1　 は　じ　め　に

　フランス1791年 憲法は,Rousseauの 社会契約論 にみ られるような国民(人

民)主 権 とはことなった主権原理を樹立した,と い う理解は,フ ラγス公法学

においてまた最近では日本においても有力なものとして存在している。

　それではその異質な原理 ということの意味は どのようなものであろ うか。た

しかに1791年 憲法は,そ の条文のい くつかをみただけでも,Rousseau流 の国

民(人 民)主 権論,な い しその思想を原則的に採用していると考えられている

1793年 憲法 とは相当ことなったものであることがわかる。たとえば,そ の第3
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ごゆ
篇公権力の前文第1条 では 「主権は,単 一,不 可分,不 可譲で,か つ時効によ

って消滅す ることがない。主権は,国 民Nationに 属する;人 民のいかなる部

分も,い かなる個人も,そ の行使を自己に帰属させることができない」 としな

が ら,2条 では 「すべての権力は,国 民のみか ら発し,国 民は,授 権によるの

でなければ,そ れを行使す ることが できない。 フランス憲法 は,代 表制であ

る。代表者は,立 法府および国王である」として,国 民自身による公権力の行

使を禁止 し,本 来ならば国民(人 民)主 権に反すると考えられる選挙にもとづ

(1)東 大社研 ・1791年憲 法の資料的研究 ・1972年,24頁 以下。以下1791年 憲法の原文お

　 よび訳文は これに よる。
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かない国王を代表者 として,行 政権のみな らず立法権にも関与 させている(第

3篇 第3章 第2条)。 これに対 し選挙権は,税 額に よる能動市民と受動市民の

区別によって普通選挙権は否定されている(第3篇 第1章 第2節 第2条)。 こ

れだけをみても1791年 憲法の反民主制的傾向は明かといえよう。 しか しここで

問題なのは,あ れこれの国家意思決定の制度的あ り方 自体にあるのではなく,

それ らの究極の根拠たる主権の問題である。主権における異質性とは次のよう

なものである。すなわち,Rousseauの 国民(人 民)主 権は,.主権を国民を構成

する市民のそれぞれに可分的にdivisiblementに 帰属せしめているのに対し・

1791年 憲法では,主 権を,こ のような具体的に存在する市民ないしその総体と

は区別された,別 個の,一 つの観念的な集合体 としての 「国民」に不可分的に

indivisiblementに 帰属させている,と いうものである。(以 下便宜上,具 体的

存在たる市民の総計を示す用語 として 「人民」,そ の 「人民」に主権を帰属させ

るRousseau流 の国民(人 民)主 権を 「人民主権」,観念的な集合体たる人格を

「国民」,その 「国民」に主権を帰属せしめる主権論を 「国民主権」とす る)。この

ような理解の最:も典型的な代表者は,C。　de　Malbergで あろう。彼は,　Rousseau

の 「人民主権」に対 して,1791年 憲法の 「国民主権」を 「フランスにおける公
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

法 と権 力 の組 織 の 基 本 原理 の一 つ」 とす る。 そ して先 の1791年 憲 法 の主 権 に 関

す る規 定 を 引 用 しつ つ,「 主 権 が そ こでnationaleと いわ れ て い る のは,そ れ が

全 国 民(la　 nation　tout　entiere)に 不 可 分 的 に 在 る とい う意 味 に お い て あ り,決

して 国 民 そ れ ぞ れ の 人 格 に,ま して や,い か な:るグ ル ー プ に も可 分 的 に 在 る と

い う意 味 で は な い 。 国 民 は,そ れ故 統 一 した 集 合 体,す なわ ち 集 合 的 な 本 質 で

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くヨラ

ある限 りにおいて主権的である」 とす る。 また戦後では,Vedelも,「 人民主

権」では,主 権者は,政 治体を構成する個人の総計であるのに対し,「 国民主

権」においては,そ の主体は,「 一定の時点における選挙人のみではな く,過
　 　 　 　 　 　 　 　 くの

去 ・未 来 の世 代 を 含 む 」 との べ る。 またLaferriさreも1791年 憲 法 の 「国 民 」

(2)Carre　 de　Malberg,　 Contribution　 a　la　theorie　 generale　 de　 1'Etat・1920,ち 皿,P・167・

(3)　 ibid,　 p.173-174.

(4)Georges　 Vedel,　 Manuel　 elementaire　 de　 droit　 constitutionnel,1949,　 p.131.
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は,「不可分の永続的な集合体である限 りにおいて,一定の時期に国民を構成す
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

る諸個人と区別 された法的人格である」とする。 さらにBurdeauそ の他も同
　 　 　 (e)(7)

趣 旨で あ る。 もち ろ ん この よ うな主 権 主 体 の相 違 の もつ 法 的 意 義 づ け や そ れ が

国 家 意 思 決 定 制 度 の あ り方 に いか な る結 果 を もた らす か に つ い ては 論 者 に よ っ

て こ とな った もの で あ り うる。 た とえばC.de　 Malbergは,「 国 民 主 権」 .は・'

真 正 の 意 味 で の 君 主 制 も民 主 制 も 排 除 した,「 代 表 制le　 Gouvernement　 repr一
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔8)
esentatif」 とい う特 定 の 統 治 様 式 と 結 び つ く,と す るの に 対 して,　 Burdeau

は,「 国 民 主権 」 は,「 代 表 制 」 や 「直 接 制 」 な どのFPouvoirsの 行 使 の 多 様

　 　 　 　 　 　 　 (9〕

な方法と両立しうる」 としている。

　本稿は,こ のような 「人民主権」 と・「国民主権」を区別する理論の妥当性に

ついて検討を加えようとするものである。しか し,こ こでは,「 人民主権」と

(5)Julien　 Laferriere,・Manuel　 de　droit　constitutionnel,　 Zed.1947,　 P.61.

(6)　Georges　 Burdeau,　 Droit　 constitiutionnel　 et　institutions　 politiques,86d.,1959,　 P・
'
103ff.ま た,　 Jean　Roels,　Le　concept　 de　representation　 politique　 au　dix-huitiさme

　 siecle　franpis,1969.も 当 時 のSieyさsに つ い て 同様 に の べ る。 最 近 の,　 Jacques

　 Cadart,　 Institutions　 politiques　 et　droit　constitutionnel,1975,　 t.1,p.167　 ff.は,

　 こ の区 別 は,実 際的 理 由 は もは や な い が,une　 valeur　 historique　 et　pedagogique,

　 importanteを も って い るとす る。

(7)日 本 で は,杉 原 教 授 が 「国 民主 権 の研 究」・岩 波 書 店 ・1971年,で.樋 口教 授 が 「近

・代 立 憲 立 義 と現 代 国家 」・勁 草 書 房 ・1793年,で 「国民 主 権 」 と 「人 民 主 権」 の 区別 に

　 つ い て 論 じて い る。 しか し両 氏 の理 論 は こ とな って い る。 こ の点 につ い て は,芦 部 信

　 再 編 「近 代 憲 法原 理 の展 開 工」 東 大 出版 会 ・1976年,掲 載 の 両 氏 の論 文 の他,拙 稿

　 「『国民 主 権』 論 の検 討 」(1)(2),彦 根 論 叢175・176号 合 併 号,179号 参 照 。 な お本 稿 は

　 こ の両 氏 の主 権 論 を 直 接 の対 象 とは して い な いが,筆 者 の主 権 論 に関 す る基 本 的 テ ー

　 マは,こ の両 氏 の主 権 論 を ふ まえ つ つ,フ ラン スを 中 心 と した 主 権(論)の 憲 法史 研

　 究 に あ る。本 稿 は,こ の 過 程 に おけ る フ ラ ンス公 法 学 に お け る主 権 論 の 撞討 の一 環 で

　 あ る。 また こ こで 「国 民 」 と 「人 民 」 とい う主 権 主 体 の 問題 の みを と りあ げ た のは,

　 前掲 の拙 稿 で のべ て おい た よ うに,「 国 民」 と 「人 民 」 を 全 く異 質 な もの とす る理 解

　 に対 す る疑 問 を も って い るか らで あ る。 もち ろ んそ れ は,主 体 規 定 の問 題 の検 討 のみ

`な らず
,主 権 の概 念 規 定 に よっ て補 充 され な けれ ば な らな い の は 当然 の こ とで あ る。

(8)C.de　 Malberg,　 op.　cit.,　P.180,　 P.190ff。

(g)　G.Burdeau,　 op.　cit。,　p.106.
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「国民主権」の区別のもたらすすべての法的結果について検討することはでき

ないし,ま たこの問題にかかわるすべての所説をとりあげ ることはできない。

したがってここでは,こ の問題の中心点である 「国民」 と 「人民」 とい う主体

規定自体に問題を限定し,ま た対象たる理論 として,こ の問題を最も詳細に

展開 していると考えられるC.de　 Malbergの 理論をとりあげる こととする。

このC.de　 Malbergの 理論は,要 約すれば,す でに簡単にのべたように,①

Rousseauの 「人民主権」 の主権主体は,具 体的存在たる市民の全体 としての

「人民」であり,主 権はその構成員たる市民に分有されている,②1791年 憲法

の 「国民主権」における 「国民」はそのような 「人民」 とは区別 された,統 一

した集合体であり,そ の 「国民」に主権は不可分のものとして帰属する,と い

うものである。ところでこのような彼の分析は,自 己の 「主権は,そ のsujets

とは区別された,そ れに優位するもの,す なわち国家自体においてのみ根拠づ
　 　 　 　 　 　 ゆ

け る こ とが で き る」 とい う国 家 主 権 の立 場 と密 接 に 関 連 して い る と考 え られ る

の で あ り,1検 討 の 中心 も,そ れ が ①,② の分 析 と どの よ うに 関 連 せ しめ られ て

い るか,に お かれ る。 な お以 下,ま ずRousseau,つ いで1791年 憲 法 の順 に,そ

れ ぞ れC.de　 Malbergの 分 析 の 検 討 を お こな う。

2　 Rousseauに お け る主 権 主 体

　(1)Rousseauの 「人 民 主 権 」 論 の 基礎 は 当 然 の こ となが ら社 会 契 約 で あ る。

この 社会 契約 は 「各 契 約者 の特 殊 な 自己 に代 っ て,一 つ の 精 神 的 で 集 合 的 な 団

体 を つ く り出す 。 そ の 団体 は集 会 に おけ る投 票 者 と 同数 の構 成 員 か らな る。 そ

れ は,こ の 同 じ行為 か ら,そ の統 一1そ の共 同 の 自我,そ の生 命 お よび そ の意

志 を 受 け と る。 この よ うに,す べ て の人 々 の結 合 に よっ て形 成 され る こ の公 的

な 人 格 は,… … 今 で は 共 和 国(R6pubHque)ま た は 政 治 体(Corps　 politique)

とい う名 前 を も って い る。 そ れ は,受 動 的 に は,構 成 員か ら薗 家(丘tat)と よ
　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

ば れ,能 動 的 に は 主 権 者(Souverain),同 種 の もの と比 べ る と きは 国(Puiss一

α0)C.de　 Malberg,　 op.　 cit.,　P.166.
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ance)と よば れ る。 構 成 員 に つ い て い え ば,集 合 的 に は 人 民(Peuple)と い う

名 を もつ が,個 々に は,主 権 に参 加す るも の と して は市 民(Citoyens),国 家 の'
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ

法律に服従するものとしては臣民(Sujets)と よばれる。⊥

　 ここでの問題は,こ うして成立した 「一つの精神的で集合的な団体」たる国

家とその構成員たる「人民」なり市民との関係であ り,主権が このいずれに帰属

せしめ られているのか,し か もそれは可分的にか不可分のものとしてか,で あ

る。この点Rousseauの 理論は矛盾した構成をもっているとされ る。た とえば

社会契約はそれによって個人に優位す る公的権威,つ まり国家を社会のうちに

創 るこ,とにあるとされ るが,そ れは同時に 「集会における投票者 と同数の構成
　 　 　 　 　

員 か らな る」 とされ て い るし,ま た 主 権 は,「 譲 り渡 す こ とが で きな い,と い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

う同じ理由によって,主 権は分割できない」とのべていなが ら,「 国民が一万

人ρ市民か ら成 り立 っていると仮定しよう。……国家の各構成員は,… …主権
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
の一万分の一の分前 しか もたないのだ」。そしてそれは,「すべての主権的行為

について投票す る単一の権利,す なわち,何 ものといえども,市 民か らうばい
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

さ る こ との で き な い権 利 」 で あ る とし て,主 権 可 分 論 ない し分 有 論 を のべ る。

さ らに主 権 の発 現 た る一 般 意 志volont696n6raleは,市 民 の投 票 に よ って 決 定

され る こ とは 明 か で あ るが,他 方 そ れ は,投 票 結 果 た る 全 体 意 志volonte　 de

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
tousと は 「時 には か な り相 達 が あ る も ので あ る」 と され る。

　 この よ うなRousseauの 理 論 の矛 盾 を どの よ うに 理 解 す るか 。　C.　de　Malberg

は,す で に のべ た よ うに,Rousseauの 主 権 論 は,主 権 を 「人 民 」を 構 成 す る個 々

の個 人,つ ま り市 民 に可 分 的 に帰 属 せ しめ てい る,と 理 解 す る。 そ して こ の よ

(1D　 Rousseau,　 Contrat　 social,　 Liv.工ch.6.桑 原 訳 「社 会 契 約 論 」・岩 波 文 庫 ・昭 和

　 29年,31頁 。 な お,以 下 のRousseauの 引 用 に つ い て は,原 則 と し て 本 書 に よ る 。

(12)C.de　 Malberg,　 op.　 cit,　t.皿,　 p.154.

(13)Rousseau,　 op.　 cit.　Liv.工.ch.6.,前 掲 訳 書31頁 。

㈹ 　 ibid.　 Liv.皿ch。2.前 掲 訳 書44頁 。

O　 ibid.　 Liv.皿ch.1.前 掲 訳 書86頁 。

㈲ 　 ibid.1,1V.　 N　 ch.1.前 掲 訳 書146頁 。

(M　 ibid.　 Liv　 II'ch.3.前 掲 訳 書47頁 。
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うな主権論は,少 数者の多数者の意思への服従 という,「 人民主権」の予定す
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
る多 数 決 原 理 と両 立 しえ な い,と す る。 か か る批 判 点は,Esmeinに もみ られ

る も ので あ る。Esmeinは,選 挙権suffrage　 politiqueを 市 民 の 権 利 とす る見

解 の根 拠 と してRousseauの 理 論 を あ げ 「も しそ れ ぞ れ の市 民 が 人 格 的 に 自己

の 持 分 に 対 し主 権 的 な らば,少 数 者 の 多数 者 に 対 す る服 従 は 説 明 で きな い。 こ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

の必要な服従の事実が個人が部分的な主権をもたないことを実証する」 とのべ

る。Rousseauの 主権論 は主権可分論であり,主 権主体たる 「人民」は個々の

市民であ りその総計 ということになる。反対にRousseauの 主権論を主権不可

分論であ り,主 権主体 も具体的 な市民とは区別 され る集団体とする見解 もあ

る。たとえばDuguitで ある。彼によれば,「真実の論理は,国 民主権(一 「人

民主権」一渡辺)の 原理においては,主 権をもつものは集合的人格であって,個

別的にとらえられた市民はその最小の部分をももたない」。Rousseauの 主権分

有論はこの自らの論理 と矛盾 している。また一般意志も個別意志の総計ではな

い。 したがって国民(人 民)主 権は普通選挙権をも導き出すことはできない,

とする。 もちろんDuguitは この批判を,か かる集合的人格に主権を帰属せし

めることの論証不可能性を示す立場からなしている。(Duguitの 場合,こ のよ

うな国民主権の問題は,Rousseauに 固有のものとしてではなく,1789年 人権宣
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

言,1791年 憲法の主権原理に共通のものとされている。)

　②　 しかしこの点は,杉 原教授がのべているように,国 家の成立を社会の構

成員の契約か ら説明する社会契約論の立場からすれば,「 社会契約によって成

立する団体」,つ まり国家と 「市民の総体」 を区別することは 困難であ り,そ

こに基因する 「避けがたい」矛盾であったのであり,そ れは社会契約論を前提

とする限 りにおいては,主 権主体たる 「人民」が1人 の人間ではない,と い う

㈱ 　 C.de　 Malberg,　 op.　 cit.,　 t.∬,　 p.161ff.
　 　 　 　 　 　 ノ

(19)A.Esmein,　 El6ments　 de　 droit　 coustitutionnel　 frangais　 et　 compar6.　 led.,1921,

　 t.　1.,p.356.

⑳ 　 L.Duguit,　 Traite　 de　 droit　 constitutionnel,36d.,1927,　 t.1,p.585-6.

包1}　 ibid.　 t.　1[,　p.581-2.

㈱ 　 杉 原 前 掲 書159頁 。
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主体の特別の性格に基 くものと考えられる。このように考えると,Rousseauの

理論は,主 権不可分論か可分論か,「 人民」は市民の総計か否か,で はなく,

主権不可分論でもあ り可分論でもあるとい うことになる。

　 このことは,Rousseauの 「人民主権」を君主主権との対抗関係で考察すれ

ば容易に理解しうることである。君主一主権者=国 家とい う君主主権に対抗し

ようとすれば,「人民主権」論においても,「人民」は主権者であ りまた国家でな

ければならない。社会契約論がそのための強力な理論的基礎を提供するものと

なったことはい うまでもない。ただそ こでは統治の主体である 「人民」は同時

に被治者でもあるから,君 主主権における君主のように被治者とは異質な優越

的存在として,被 治者の服従を要求しえない。また 「人民主権」においては,

「人民」のみが主権者であるから,「 人民」以外のいかなる個人一たとえぽ君

主一,「 人民」の一部一中間団体や特権層一にも主権が委ね られてはならない。

主権は一体のもみとしてまた不可分のものとして 「人民」に存するのである。

ここでは主権は不可分である。 しかし同時に 「人民」は,君 主とことな り一個

の人間ではないから,「 人民」の意志は 「人民」の構成する諸個人,つ まり市

民の意志の結合ないし総計として以外には存在 しえない。この市民の意志を結

合することが 「人民」の主権の発動に不可欠であるとすれば,そ の主権の発動

に参加する市民の資格が主権的権利であるとするのは当然のことであろ う。 こ

こではたしかに主権可分論である。それでは前述のC.de　 Malberg等 の批判,

つまり個々人がもし主権的であるとすれば,少 数者の多数者(少 数者にとって

は他人)の 意志への服従を説明しえない,と い う批判は,社 会契約の立場から

は どの ように考えられているのか。 たしかにRousseauは,主 権 の市民への

分有についてのべている。しかしそれはあくまでも部分的な主権一1万 分の1

の主権一の分有であって,1個 の独立した主権,た とえばC.de　 Malbergの
　 　 　 　 　

あげている国家のもつ主権,で はあ りえない。たしかに最初の社会契約では,

それ以前の自然状態においては各人は 「各人の裁判官」でもあるから,独 立し

た一個の 「主権」をもっているといってよい。.しか しそ こでは,社 会契約は全

w　 c.de　 Malberg,　 op.　 cit.,　t.∬,　 p.162ff.



　　　　　　　　　　　　　　 「国民主権」論における 「国民」と「人民」　　 83

員一致であり,し かも自己のもつすべてを 「共同体の全体に対 して全面的に譲

渡する」のであ り,各 人が独立した 「主権者」のままで国家への服従関係に入

るわけではない。社会契約以後は,各 構成員はまさに1万 分の1の 主権であっ

て,独 立したものではあ りえない。それはあくまでも全体として1つ の主権の

部分としてのみ存在理由をもっているのであり,そ の個々の部分をとりあげて

も意味がないであろう。

　社会契約論からすれば 「人民主権」はこのような構造をもつことになろ う。

ただRousseauの 場合,こ の主権不可分論,可 分論,「 人民」の統一体性,個

別性が常に統一 して のべられているわけではない。すでに引用 した ように,

Duguitの ように,主 権主体を具体的な市民の総計とは区別された集合体に帰

属せしめていると考えられる箇所 もある。たとえば前述の,「 全体意志と一般

意志のあいだには,時にはかな りの相達があるものである」 という箇所や,「 あ

る法が人民の集合に提出され る時,人 民に問われていることは,正 確には彼が

提案を可決す るか,否 決するか ということではなくて,そ れが人民の意志,す

なわち,一 般意志に一致 しているかいないか,と い うことである」 という一節

は,一 般意志の正 しさなり一般性を強調した り,主 権や一般意志による統治の

正当性を強調す る一つまりC:de　 Malberg等 の 「少数者の多数者への服従」

の証明一ためにのべ られているのである。つまりこのような場合,主 権の可分

性,　 「人民」の個別性ではな く,不 可分性,　「人民」の統一性という側面が強

調されている。逆に主権とその発動の民主主義的性格がのべ られる時は,主 権

「人民」がその参加者一元民一の総計として,可 分性が前面におし出されてく

るのである。

⑳ 　 Rousseau,　 op.　cit.,　Liv.　 I　ch.6.前 掲 訳 書30頁 。

㈱ 　 む しろ こ の よ うに,「 人 民 」=国 家 とす る こ とに よ って,君 主=主 権 者=国 家 とい

　 う君 主 主権 と,権 力 の 正当 性 とい う主権 論 の 「本 来 の土 俵 」(樋 口前掲 書299頁)に お

　 いて 対 抗す る こ とが で きた で あ ろ う。 そ の 意味 でC.de　 Malbergが,君 主 主権 に お

　 け る君 主 の人 格 と国 家 の混 同 を断 た しめた,と い う功績(C.de　 Malberg,　 op.　cit.　p.

　 167ff)は,本 質 的 に は1791年 憲 法 の 制定 者 よ り もRousseauに あ る とい って よい。

⑳ 　 Rousseau,　 op.　cit.,　Liv.　IV　ch.皿.前 掲 訳 書149頁 。
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　 (3)こ の よ うなRousseauの 主 権 そ してそ の主 体 論 をC.　 de　Malbergは,主

権 可 分 論 で あ り,「 人 民 」 は 主 権 を 分 有 す る市 民 の総 計か らな る と評 価 す る。

この よ うな評 価 の基 礎 に な って い るの が,先 に の べ た 彼 の 国家 主 権 の立 場 で あ

る。'た しか にか か る 立 場 か らすれ ば,Rousseauの 理 論 構 成 は 理 論 的 矛 盾 が あ

ろ う。 しか し,そ の矛 盾 に もか か わ らず,Rousseau　 Kと って:重要 な こ とは,

彼 の主 権 とそ の 主 体 た る 「人 民 」 の不 可 分 性 と 可 分 性 の 並 存 で あ ろ う。 そ れ

が 可 分 論 を とる こ とに よ って,不 可 分 論 は 成 立 しえ な くな る,と い うC.de

Malbergの 批 判 は,・こ の 国 家主 権論 ぬ きに は考 え られ な い。

　 しか し,こ の 段 階 で はC。de　 Malbergの 「国 民 主 権 」 論 の 問 題 性 は,な お

明 確 に は あ らわ れ て い な い6彼 の 「国 民主 権 」 論 は,む し ろ こ のRousseauの

1「人 民 主 権 」 論 が 主 権 可 分 論 で あ る とい う認 識 を 前 提 と して
,1791年 憲 法 の

「国 民 主 権 」 が そ の理 論 的 矛盾 の一 つ の解 決 形 態,し か もそ れ を 彼 の理 論 的 立

場 に 合 致 した 解 決,と 位 置 づ け る と ころ に あ る とい っ て よい の で あ る。 そ こで

1791年 憲 法 の主 権 主 体 の 問 題 が 検 討 され なけ れ ば な らな い。

　　 3　 1791年 憲法における主権主体

　(1)C.de　 Malbergに よれば,1789-91年 の制憲者が主権を不可分のものと

して,個 人とそあ総計たる 「人民」 と区別された 「国民」 に帰属せしめたの

は,直 接には,歴 史的な原因である。その歴史的原因とは,ア ンシャン ・レジ

ームの君主制であ り,そ 乳がこの 「国民主権」 というフランス公法の近代的シ

ステムの出発点の鍵である。すなわち,ア ンシャソ・レジームの国王は,国 家権

力の個人的所有と自身においてのみ国家が存在する,と の立場をとっていた。

フランス革命の業績はこの混同を断たしめた点にある。国家と国王の人格の分

離であり,「国民」を国家の真実の構成要素として,し たがって主権的権力の正

当な保持者 として国王に対置せしめたのである。 しか しこのことは,そ れ自体

が1791年 憲法の 「国民主権」がRousseauの 「人民主権」 とその主権主体とこ

m　 C.de　 Malberg,　 op.　 cit.,　t.　H:,　p.169ff.
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とな る こ との論 証 にな るわ け で は な い。 そ れ で は,C。 　de　Malbergが1791年 憲

法 が 主 権 を 「人 民 」 や そ の 構 成 員 と区別 され た人 格,す なわ ち 「国 民 」 に 帰 属

せ しめ た とす る根 拠 は 何か 。この点 で は他 で す で に 引 用 して い る"Contribution

ala　th60rie… …"の 当該 部 分 で は 必 ず し も明 確 で は な い。1791年 憲 法 が,主 権

は 一 つ で あ り不 可 分 か つ時 効 に かか らな い,い か な る人 民 の部 分 も個 人 も主 権

の 行 使 を 簒 奪 しえ な い,と 規 定 して い て も,そ の こ と 自体 は ル ソ ー 自身 も承 認 す

る と ころ で あ る。また1793年 憲 法 も同 様 の 規定 を お い て い るの で あ る。そ れ 故,

まず,主 権主 体 が 「人 民」 とは 区別 され た 「国 民 」 に 帰 属 す る こ との具 体 的 内
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 が

容について検討を試み ることとする。1791年 憲法が 「人民主権」 とことなって

いると考えられている点としては,ま ず選挙権の法的意義づけが問題となる。

「人民主権」はそれを市民の 「うば うことのできない権利」 としているのに対

し,1791年 憲法では,そ れは市民の固有の権利ではなく,国 家によって決定さ

れる公職,公 務にす ぎないということになる。そこで,1791年 憲法の制憲者は,

市民を税額によって市民を能動市民と受動市民に分け,制 限選挙制を正当化し

たのである。もう一つは 「代表制」である。 もちろんそれは代議制とい う意味

での代表制ではな く,1791年 憲法 において特定 の意味をもつとされる 「代表

制」である。その中心的内容は命令的委任の禁止である。この二点が1791年 憲

法の 「国民主権」 の検討に不可欠の ものであることは容易に知 りうるであろ

う。 まさにそこで 「人民」の固有の 「主権的権利」が問題となっているか らで

ある。そこでこの二点と主権主体規定との関係が問題となるのであるが,ま ず

㈱ 　 L.Duguit　 et　H.　Monnier,　 Les　constitutions　 et　les　principales　 lois　politiques　 de

　 la　France　 depuis　 1789,56d.,　 p.66.

⑳ 　 こ こで選 挙 権 と命 令 的 委 任 の 問 題 を と りあ げ るの は,「 国 民 主 権」 の法 的 結果 と し

　 て で は な く,制 憲 時 に おけ る 「国 民」 観 念 検 討 の素 材 と して るあ る こ とは い うまで も

　 な い。

㈲ 　 本 文 で は,1791年 憲 法 が 主 権主 体 を 「国民Nation」 と し,1793年 憲 法 が 「人 民

　 Peuple」 と して い る点,ま た1791年 憲 法 で 「国民 」 と 「人 民」 が 使 い わ け られ てい る

　 とい う,「 国 民 」 と 「人 民 」 の用 語 法 自体 の 問 題 は省 略 した。C.　de　Malbergを 含 め

　 て,「 国民 」 と 「人 民 」 を 区 別 す る場 合,こ れ らの 用 語 法 自体 を 問 題 に して い る とい
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うよ り も,本 文 で の べ る よ うな 具 体的 な制 度 の あ り方 との関 連 に お い て提 起 して い る

と考 え られ るか らで あ る。 しか しそれ に して も,1791年 憲 法 で は,'第3篇 前 文 の な か

で も,「 主 権 は,国 民 に属 す る,人 民 の いか な る部分 も,い か な る個 人 も,そ の 行使

を 自己 に 帰 属 させ る こ とが で きな い」(傍 点渡 辺 以下 同 様)と して い る し,第3篇 第

1章 第5節 立 法 国 民議 会 へ の代 表 者 の集 合 第6条 で は,「 代 表 者 は,全 員 で,フ ラン

ス人 民 の名 に おい て,『 自由 に生 き るか,死 ぬ か』 の宣 誓 を唱 和 す る」,「代 表 者 は,

つ い で,個 別 に,『 … … 国民,法 律 お よび国 王 に 全 員 が忠 実 で あ る こ と』 の 宣 誓 を 行

う」 と規 定 す る(前 掲 「資 料 的 研究 」)。 この よ うな 使 い わけ は 何 を 意 味 す るの で あ

ろ うか。 この点,最 も重 要 な第3篇 前文 に関 す る制 憲 議会 で の 審 議 に おい て は,「 国

民 」 と 「人 民」 の使 い わ け は 問 題 とな って い な い。 この審 議 で はRobespierreも 発

言 して い るが,そ の 内容 は,Mounierの 提 案 で は 前文 第1条 が 「主 権 は 一 つ で あ り

不 可 分 で あ って,国 民 に属 す 」 とな っ て いた の に 対 して,「 不 可 譲inalienable」 を 加

え る こ と,第2条 のpouvoirsをfonctionsに お きか え る こ と,国 王 は 国民 の 代 表 者 で

は な い か ら,「 第 一 の 官吏le　 premier　 fonctionnaire　 publiqueな い し 執 行権 の長le

chef　du　pouvoir　 executif」 と呼 ぶ こ と,で あ って,「 国 民Nation」 とい う用 語 自体

を 問 題 と してい るわ け で は ない 。 そ れ だ けで は な く,Rousseauの 「人 民 主 権 」 に つ

い て のべ る 場 合 も,「 国 民Nation」 を 用 い て い る(以 上Archives　 Parlementaire,

Serie　 I　 Vol.29.　 p.326-7)。 　 した が っ て この 点 で も,本 文 で のべ る よ うに,制 憲

時 に は,C.　 de　Malbergが のべ て い る よ うな意 味 で の 「国 民」 と 「人 民」 の使 い わ け

は な され て い なか った こ とは 明か で あ る。

　 そ れ で は この使 いわ け は どの よ うな 意 味 あ い にお い て か。 筆 者 の 現在 の考 えを 簡 単

に のべ て お こ う。 私 は,こ の点 は,三 部会 第 三 身 分 会 議 の 国民 議 会 へ の転 化 の過 程 と

か か わ っ て い る と考 え て い る 。す な わ ち,第 三 身 分会 議 の国 民 議会1'Assemblee　 natio-

naleへ の転 化 は,1789年6月17日 のDeclaration　 des　Etats　 Generaux,　 par　laquelle,

aprさs　s'6tre　constitu6s,　 ils　prennent　 le　titre　d'Assemblee　 nationaleに お い てで あ る

(前 掲 「資料 的 研 究 」)。そ こで は 将来 の議 会 の名 称 を どの よ うに す るか につ いて,革

命 の進 行 に かか わ る重 大 な対 立 が あ った(さ しあた り,Eberhard　 Schmitt,　 Repr6se-

ntation　 and　 Revolution　 1969.そ の うち 特 にs.223以 下 。)そ こで は,第 三 身 分 会 議

を,「 全 国民 」 のな か の 「人 民 」 代 表,す な わ ち 第三 身 分 の 代 表 の ま ま に とどめ て お

くのか,そ れ とも 「全 国 民 」 の代 表 に ま でた か め るの か,が 争 わ れ た。 そ してそ れ は

同時 に議 会 の権 限 は,国 家的 事 項 の一 部 を担 当 す るにす ぎ な い のか,そ れ と も国 家存

在 全 体 に かか わ るす べ て の処 置 を な し うる のか,と い う問題 で もあ った 。 た とえ ぽ 妥

協 的 立場 を とったMirabeauは,「Representants　 du　Peuple　 frangais」 を 提 案 した。

これ は イ ギ リス流 の 二院 制 を念 頭 に お い てい た 。 す なわ ち特 権 層 の存 続 を 承 認 して い

た の で あ る。 これ に対 しSley6sの 提 案 は,　rAssemb16e　 nationaleで あ った。 「資 格

審 査 の の ち審 議 した会 議 は,こ の会 議 が,す くな くと も国 民Nationの96%に よ って
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この問題が制憲議会でどのように審議されたかをみてお くことが必要である。

C.de　 Malbergの 国家論上の立場 と 「国民主権」分析の関連を問題にする時,

制憲議会がいかなる 「国民」観念を用いていたか,そ れがこの二点とどう関連

せしめられていたかが重要となる。もちろん制憲議会における審議の経過を全

体 として分析す ることはできないか ら,特 に 「国民主権」説と関わりのある発

言をいくつかとりあげるにとどまる。

　 (2)① 選挙権の位置づけ

　周知のように,1791年 憲法は,そ の内容の全体が短期間に集中的に審議,決

直接に派遣 された代表者に よって 構成 されていることを確認 した。」 「『国民議会』の

名称は,現 在の事業 におけ る構成員が適正かづ公正 に知 られ,か つ審査 された唯一 の

代表者 であ るか らであ り,そ れ らの者が国民のほぼ全体に よって直接に派遣され てい

るか らであ る……。」(前 掲 「資料的研究」82-3頁)す なわち,「 人民代表」 は 「全

国民」 の代表た りうる とい うことである。 この点 は,こ の転化の理論的基礎 となった

Siey6sの 「第三階級 とは何か」に より端的に示 され ている。す なわ ち,「国民 とは何

か。共通 の法律の下 に生活 し,同 じ立法機関に よって代表 される共 同生活体である。」

その国民の存続 に とって必要なものは 「個人的労働 と,公 職 である。」「第三階級 は全

国民を形成するに必要 な一切 のものを 自らの うちにもつていない と護れがいい切れ よ

う。」「貴族階級 は,そ の私法上及び公法上の特権 によって我 々の中 にあ る異邦人にほ

か な らない。」 貴族 階級は まさに 「国家の中 の国家である。」 「第三階級は国民 に属す

るすべての ものを包含する ものであ り,第 三階級でない ものはすべて国民 とは見倣 さ

れ ない。第三階級 とは何か一すべ てであ る。」(大 岩誠誠 「第三階級 とは何か」岩波文

庫23-28頁)

　 このようにみて くると,た しかに 「国民」 と 「人民」=第 三階級 は 区別され てい

る。 しか し,こ こで区別され ていることの意味は,二 つの観念は ことなっている,し

か しそれに もかかわ らず両者 は同一視 しうる,と い うことにある。そ こで強調 されて

いることは,　「人民」=第 三階級 の 「全国民性」であ り,特 権階級 の 「非国民性」な

のであ る。(こ の点和田進 「フランス革命初期 におけ る国民代表思想の検討(1)」・法学

論叢99巻4号 ・参照 。)

　1791年 憲法におけ る 「国民」 と 「人民」 との使 いわけ も,ま ず このような理論づけ

との関連で理解す ることが必要 だと考えている。 もちろん,こ の点 には さらに立入 っ

た検討が必要 であ り,そ こでは 「国民」は何を意味す るのか(そ れ は,上 にのべ たよ

うな意味では,単 に法的のみな らず,す ぐれて政治的意味を付与 されてい るといって

よいが),ま た1793年 憲法では,「主権 は人民に存す」 とな っていることの意味 の検討

も必要になって こよ う。 なおSieyesに つ いては拙稿 「『国民の憲 法制定権力』 に関

す る若干の考察」法学論叢94巻2号 参照。
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定 され た わ けで は ない 。 そ の実 質 的 内 容 は1789年 か ら1791年 の 憲法 制 定 まで の

過 程 に お け る様 々 な デ ク レの な か に す で に 具 体 化 され て い る。 選 挙権 につ い

て,有 名 な能 動 市 民 と受 動 市 民 の区 別 に よ って 制 限選 挙制 が採 用 された のが,

1789年12月14日 の地 方 公 共 団体 組 織 法D6cret　 de　1'Assemblee　 Nationale,　 con-

cernant　 la　constitution　 des　municipalitesで あ る。 そ れ らを ふ まえ て憲 法 典 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ゆ

当該 部 分 の審 議 は1791年8月11,12,13日 に お こな わ れ て い る。 杉 原教 授 は,

これ らの 審議 の過 程 で制 限 選 挙 を正 当化 す るた め に 様 々な 論 拠 が の べ られ た と

す る。 そ れ は,当 時 の下 層 市 民 階 級 の 無 能 力 論,Siey色sの 納 税 者株 主論,民 衆

の腐 敗 な どで あ る。 これ らの主 張 は,　 「人 民 主 権 」 原 理 の 否定 とい う点 で は重

要 で は あ るが,こ こで の問 題 で あ る 「国 民 」 の概 念 規 定 とは直 接 関 係 しな い。

これ らは 「人 民主 権 」 の否 定,選 挙 権 の制 限 とい う,そ の 反 民 主 制 的 な 政 治 的

志 向 に お い て は も ち ろ ん 同一 で は あ るが 「国 民 」 の 観 念 的 な 集 合 体性 とい う

論 理 自体 とぽ全 く無 関 係 だか らで あ る。 問 題 とな り うるの は,選 挙 公務 説 で あ

る。C.　de　Melbergは こ の点 に 関 し,1791年8月11日 のThouretの 演 説 を 引

用 す る。 彼 は次 の よ うに のべ る。 「あ らそ わ れ な い 前 提 が あ る。 そ れ は,人 民

がsectionに よ って 選 挙 す る こ とを 義 務 づ け られ て い る場 合 で も,　sectionの

そ れ ぞ れ が,直 接 に 選 挙 す る場 合 で も,自 己 の た め に選 挙 して い るの で は な

い。 全 国 民la　 nation　entiereの た め に 選 挙 す るの で あ る。… … 選 挙 人 の 資 格 は

公 的 任 務une　 commission　 publiqueに 基 づ い て い る。 国 家 の公 権 力 は,そ の 委

任 を 規 律 す る権 利 を も って い る 。」 またBarnaveも 同 日,「 選 承 人 の資 格 は 公

的 職 務fonction　 publiqueに す ぎな い。 そ れ に対 しては だ れ も権 利 を もた な い 。

… … そ れ ぞ れ が選 挙 す るのは 全 社 会 のた めで あ り,人 々が そ の名 に おい て また

そ の た め に 選 挙 す る と ころ の社 会 は,諸 個人 が社 会 のた め にな す 選 挙 が そ こに

基 礎 を お くべ き諸 条 件 を 決定 す る権 利 を 本質 的 に も っ てい る」 と のべ て い る。

⑳ 　 杉原 前 掲 書241-2頁 。 前 掲 「資 料 的 研 究」242頁 。

働 　 杉 原 前掲 書242-4頁 。

N　 c.de　 Malberg,　 op.　cit.,　t.1【,　p.434.

"　 　ibid.　p.435.
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　 ② 命 令 的 委 任 の 禁 止

　 命 令 的 委 任 の 禁 止 が 実定 法 化 され た の は1789年12月22日 の第 一 次 集 会 組 織 法

Decret　relatif　a　la　constitution　des　assemblee　 primaires　 et　des　assembleさadm-

inistrativesで あ る。 こ こで はSieyさsの1789年9月7日 の演 説 が 有 名 で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
C.de　 Malbergに よれば,　Sieyesは 次のような 「国民の統一 とその主権の不可

分性の原理への喚起」から演説をはじめた。命令的委任は,「極端に危険なもの

となる。それら(誤 った諸原理一渡辺)は フランスを小民主国家め無限さに分

裂させる以外のなにものでもない。フランスは決して国家の集合体ではない。

それは,統 合的な部分からなる統一体である。その部は,分 独立して完全な存在

をもつものであってはならない。それ らは,単 に迎合して全体をなしているの

ではなく,唯 一の全体のみをなしているか らである。」「議員は全国民の代表で

ある。すべての市民が委託者である。baillageの 集会において多勢の意志に反

して少数の意志が(議 員に)課 せ られることを望まない,と いうこと以上の理

由で,す べての市民 の議員が全国民の意志に対 してbaillageやmunicipalite

の住民のみの意志を聴 くことは望ましくないであろ う。か くして議員には国民

の意志以外のmandat　 imp6ratifや 積極的な意志は存在しない。」またThouret

はrbaillageやprovinceは,国 民の単なる四肢であ り,従 属的な部分であるか

ら,そ れ らが自己の特殊利益 と信ず るところに従って,国 民に法律の制定を命

じた り,そ れらの特殊な見解を押 しつけた り1公 益を妨害した りするととは許

されない。baillageとprovinceの 代表は絶対に存在せず,国 民の代表のみが存

在する」 とのべ る。

　 ここでとりあげた発言は,ご く少数であるが,い ずれも 「国民主権」論の重

要な根拠 とされているものである。

　たしかにここでは,「 人民主権」の当然の帰結であるはずの,普 通選挙権や

代表者に対する選挙区の統制権 が否定 されているし,そ の根拠として 「全国

民」,「全社会」 ということがひき合、・に出されている。 しかしその 「全国民」

㈲ 　 杉 原 前 掲 書246頁 。 前 掲 「資 料 的 研 究 」98頁 。

㈲ 　 C.de　 Malberg,　 op.　 cit.,　t.皿,　 p.255ff.,　 Laferriere,　 op.　 cit.,　p.405.
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というのは,「 国民主権」論のい うように具体的に存在す る 「人民」 と区別 さ

れた観念的な存在 とされているであろうか。そ うではないであろ う。「全国民」

と選挙区や選挙人 とは全体 と部分の関係として ららえられているのではない

だろ うか。Sieyesが 「すべての市民 の議員が全国民 の意志に対してbaillage

やmunicipalit6の 住民のみの意志を聴 くことは望ましくない」 とのべた り,

Thouretがrbaillageやprovinceは,国 民の単なる四肢であり,従 属的な部分

であるから」というのも 「全国民」 と選挙区のそのような関係を示していると

いってよい。それでは,「 選挙人の投票は,選 挙人 自身のための投票ではな く

金甲民のための投票である」,「議員は全国民の代表である。すべての市民が委

託者である」,とい う発言はどうか。しかしこのような,選 挙人や選挙区が特殊

利益をはなれて全国民のために行動 しなければならない,と いうこと自体は,

至極当然のことであろうし,ま たRousseau自 身 も承認することとい うより

Rousseauの 理論そのものでもある。たとえば,「 徒党,部 分的団体が,大 きい団

体を犠牲にしてつ くられるな らば,こ れらの団体の各々の意見は,そ の成員に

関 しては一般的でも,国 家に関しては特殊的なものになる。」「だから一般的意

志が十分に表明されるためには,国 家のうちに部分的社会が存在せず,各 々の

市民が自分の意見だけをいうことが重要である」とい う中間団体否認論や一般

意志の一般性の強調等々。このような 「全国民性」の強調は,制 定過程におけ

るSieyesの 理論でもある。ただRousseauと1791年 憲法の制定者がことなって

いるのは,Rousseauが そのことと,「人民」の部分である市民がそれぞれ 「自

分自身の意見を のべること」 と結びつけて主張 していたのに対 し(た だし,

2で のべたように時にはそれらが分離せしめられたことがなかったわけではな

い),後 者は,そ れを選挙人 な り選挙区の固有の権利を否定することの理由づ

け(「 口実」といった方がより正確か もしれない)と していることであり,全

体 と部分一選挙人や選挙区一が対立するものとされていることである。 しかし

al　 Rousseau,　 Liv.皿ch.3.前 掲 訳 書47頁 。

㈱ 　 Pierre　 Dandurand,　 le　Mandat　 imperatif,1896,　 P.64.　 C.　 de　 Malberg.も こ の 点 で

　 は 同 様 の 指 摘 を す る 。C.　 de　 Malberg.　 Op.　 cit.,　t.1[,　 p.255.
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そ れ は,あ く まで も全 体 と部 分 との対 立 で あ って,こ とな った 主 体 間 の対 立 と

して で は なか った と考 え られ る。 た しか に 筆 者 自身1791年 憲 法 の 制定 過 程 の す

べ て に わ た って分 析 しつ く して い る わけ で は ない か ら,安 易 な 断 定 は懐 し まな

け れ ば な らな いが,す くな く と も,Siey色s等 がRousseauの 「人 民 」 と区 別 さ

れ た,つ ま り観 念 的 な 集 合体 と して の 「国 民 」 観 念 を 自覚 的 に 展 開 し,そ れ に

よ って,選 挙 権 や 命令 的 委任 の 問題 を処 理 し よ うと して い た の で は な か った,

とい う こ とは 明か で あ ろ う。

　 (3)と す れ ば,1791年 憲 法 の 「国 民 主 権」 がRousseauの 「人 民 」 と こと'な

る 「国 民 」 に 主 権 を 帰 属 させ た,と い う分 析 は,後 世 の何 らか の理 論 的 立 場 か

らの評 価 で あ る,と い うこ とに な る。C.　de　Malbergの 場 合 は,そ の,「 主 権

は,そ のsujetsと 区別 され た,そ れ に 優 位 す る もの と して の み,す なわ ち 国家

自体 に お いて のみ 根 拠 づ け る こ とが で きる」 とい う 国 家 主 権 の 立 場 で あ り,

1791年 憲 法 を そ の フ ラ ンス 的 あ らわ れ とす る 見 方 であ る。 す で に のべ た よ う

に,彼 に よれ ば 「国 民 主権 」 の原 理 は,国 民 議 会 に よ って1789年 に 宣言 され た

歴 史 的諸 条 件 と結 びつ け て 理 解 しな け れ ば な らず,ま た この 原理 が フ ラ ンス公
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　

法に特別なものという観点を失ってはならないとする。 この点でぽ,ド イツ流
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

の 国家 主 権 説 と こ とな って い る ので あ る。C.　de　Malbergが フ ラ ンス革 命 の主

要 な 業 績 が ア ン シ ャ ン ・レジ ー ムに お け る国 家 と君 主 の人 格 の混 同 を断 しめ た

こ とに あ る と考 え て い る こ と もす で に のべ た。 そ して 「1789年 の人 々に よっ て

ひ き 出 され た 本 質 的 理 念 は,国 家 は 国 民 の人 格 以 外 の な に もの で もない,と い

うこ とで あ る。 国 家 は,そ こに 国 民 的 共 同 体 が 総 括 され た公 的人 格 で あ る」,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

「国家の主権は国王にではなく国民 自身にその席をもつ。」 この ような 「国民

主権」は,国 家が国民の人格化であるにしても,Rousseauの 「一つの精神的で

倫理的な共同体」が 「集合における投票者(=人 民一渡辺)と 同数:の構成員か

らなる」 とされているのと全 くことなるものであるとはい うまでもない。逆に

as)c。 　de　 Malberg,　 op.　 cit.,　t.∬,　 p。169.

(40　 ibid.

"DC.　 de　 Malberg.　 op.　 cit.,　t.　H,　 p.170.
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また 国 家 が 「国 民 」 の 人 格 化 とい う こ とが,ド イ ツ流 の国 家 主 権 説 との 相 違 点

に もな っ てい る。 ドイ ツの 国 家 主権 説 で は,国 民 は国 家 の支 配 の客 体 に す ぎな

い の で あ る(主 権 論 の 次元 で は)。 この よ うに 主 権 の 主体 規定 の 問 題 で い え ば,

C.de　 Malbergの 評 価 に よる1791年 憲 法 は,　Rousseauの 「人 民 主 権 」 と ドイ ツ

流 の 国 家 主 権 説 との 中 間 的 性 格 を与 え られ て い る とい っ て よい 。 そ こに フ ラ ン

ス公 法 の 特 殊 性 をC.de　 Malbergは み て い る と考 え られ よ う。 この よ うにC.

de　Malbergは,1791年 憲 法 に おけ る 「国 民 」 』を 観 念 化 しそ れ を 「人 民 」 と区

別 され た 「国 家」 と位 置 づ け る こ とに よ って,Rousseauの 理 論 の矛 盾 の解 決

と して 「国 民主 権 」 を 提 起 し てい る ので あ る。

　 しか し,彼 の 「国 民 主権 」 はそ れ に と ど ま らな い 意 味 を も って い る。 す で に

のべ た よ うに それ は 国 家意 思 決 定 制 度 に お い て 「国 民 主 権 」 は 民 主 制 を 導 き出

さな い ば か りか,そ れ を排 除 す る も の とな って い るか らで あ る。 この 点 を 彼 の

「代 表 制le　 gouvernement　 representatif」 理 解 に つ い て み よ う。

　 (4)彼 に よれ ば,「 国民 主 権 」 と 「代 表 制 」 と の間 に 成 立 す る関 係 は,1791

年 憲 法 に 明 確 に示 され て お り,「 代 表 制 は,そ の 出発 点 を 国 民 主 権 の シス テ ムに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

もち,国 民主 権 の 観 念 は 本質 的 に 代 表 制 に 結 び つ く。」 この 「代 表 制」 が 言 葉

の厳 密 な 法 的 意 味 に お け る代 表 関 係 と全 く異 質 な もの で あ る とい うこ とは 周 知

の こ とが らで あ る。C.　de　Malbergは,そ れ を 「国 民 の 機 関le　 organe　 de　la

nation」 とす る。 この 「国民 の機 関 」 論 は,す でに 杉 原 教 授 が 独 立 の立 場 か ら

　 　 　 　 　 　 わ

展開されているので,こ こで詳細にのべることはしないが,要 は,機 関とは,

「個人 としてであれ,団 体としてであれ,憲 法によって集合体のために意欲す

ることが定められ,そ の意思が,こ の法的資格付与によって集合体の法的意思
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
と され る人 間les　 hommes」 の こ とで あ る。1791年 憲 法 に お け る立 法 府 は 「代

(441C.　 de　 Malberg.　 op.　 cit.,　t.'1工,　p.349　 ff.

㈱ 　 C.de　 Malberg.　 op,　 cit.,　t.∬,　 p.199.

㈱ 　 C.de　 Malberg.　 op.　 cit.,　t.皿,　 p.285.

㈲ 　 杉 原 前 掲 書314頁 以 下 。

(40　 C.de　 Malberg.　 op.　 cit.,　t.五,　 p.286.
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表」ではなく,こ の 「国民の機関」と評価 されなければならない。代表される

べ き国民は,そ れを市民 の総計と考えても,そ れと区別 された抽象体 として
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

も,代 表されるべき意思をもたないか らである。

　 このようにみてくると,た しかにC.de　 Malbergの 「国民主権」論は,そ

の 「国民」 と 「代表」 との関係が,国 家とその機関の関係とアナロジクにとら

れているといってよい。 このことは,彼 が,ド イツ流の国家主権と国家機関の

理論の実質がすでに1791年 憲法の制憲者によって準備されていた,と してい'る

'ことにも示されてい よう。

　 問題は,彼 が,こ の 「国民の機関」たる 「代表」は,特 定の内容をもつ統治

様式として,真 正の君主制や民主制を排除する,と している点である。 しかし

彼がもし,そ の 「国民主権」における 「国民」と 「国民の機関」たる 「代表」

を,国 家とその国家機関と類似の関係でとらえられるとすれば,民 主制を排除

するという特定の政治的内容を 「国民主権」論にふ くませ るべ きではないであ

ろ う。この点,杉 原教授が,同 じ 「国民の機関」説をとりなが らも 「代表」は

1791年憲法の統治の システムのみならず,選 挙人 自体を 「代表」(=「 国民の

機関」)とすることによって直接民主制をも含みうるものである,1と して,C.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
de　Malbergを 批判 しているのはその限 りにおいて正当といわなければならな

い。しかし逆にいえば,1791年 憲法が 「人民」 とはことなる主権主体を樹立し

たということができるような構造をもっているのは(そ れはすでにのべてきた

ように当時の制憲国民議会 の主観的意図を こえたものであるが),ま さしくこ

の 「代表」論のもつ民主制排除(そ れは単に直接民主制のみな らず,す でにの

べた選挙権の権利性の否定や命令的委任の禁止も当然ふ くまれる)の 結果なの

である。 とすれば,こ の矛盾は,1791年 憲法の 「国民」と 「代表」たる立法府

や国王との関係を国家 とその機関との関係としてとらえる理解,つ まり国家主

権説の立場か らRousseauの 主権論の矛盾の一つの解決形態として1791年 憲法

⑳ 　 C.de　 Malberg.　 op.　 cit.,　t.皿,　 p.285.

⑱ 　 C.de　 Malberg.　 op.　 cit.,　t.∬,　 p.283-4.

㈲ 　 杉 原 前 掲 書335頁 以 下 。



94

を位置づけることの問題性のあらわれといわなければならない。

4　 まとめにかえて

　本稿では,以 上簡単ではあるが,C.　de　Malbergの 「国民主権」論の検討を試

みた。 もちろん 「人犀主権」 と 「国民主権」を区別する理鰍 ち 彼のように国

家主権説の立場か らのものに限 られているわけではない。Rousseauの 「人民主

権」 と1791年憲法の主権原理が ことなると考え られるのは,む しろ彼の分析の

出発点である,Rousseauの 理論的欠陥 というよりも1791年 憲法に含 まれ る反

民主制的内容によるといってよいか らである。その根底には革命の過程におけ

るブルジョワ的勢力 と 「民衆」との激 しい政治的対立があったことはよく知 ら

れていることである。 たしかにRousseau流 の 「人民主権」 と1791年 憲法 の

「国民主権」はその理念の担い手や歴史的意義においては,こ となっていたこ

とは事実である。しかしその場合でも,そ のような政治的対立が主権の論理構

造にどのように反映しているのかは,ま た独自の検討を要するであろ う。思想

の担手がことなることが,た だちに主権の論理構造に,た とえば 「人民」一具

体的な存在,「 国民」 一観念的な集合体,と 截然と反映するとは限 らない。し

かしその点を明かにす るためには,本 稿では不十分にしか分析しえなかった制

憲過程における主権主体の詳細な検討が必要であり,ま た 主権主体のみなら

ず主権観念の変遷も問題となる。Rousseau流 の 「人民主権」論か らするな ら

ば,主 権主体が変化せしめられると考えられる同じ理由か ら主権観念も変化せ

ざるをえないと考えられ るのである。そこでは,特 に 「憲法制定権力pouvoir

,。n、ti,。。n,」齢 との 繭 力・問 題 とな ろ 磐。 本 轍 な した ・ とは,・ れ らの研

究過程におけるごく一部にす ぎない。

W　 本稿註⑬①参照。

㈹　前掲拙稿 「『国民の憲法制定権力』に関す る若干の考察」参照。


